
 
 

猪名川町立白金小学校 

令和６年２月１日 

学校通信 No.13 

新年度「時間割」の変更について 

 教職員が、授業をはじめとする質の高い学びの環境づくりに力を注ぎ、心身

ともに健康で児童と向き合う時間が確保できるようにするための改革「あい・

ワクワクプラン(小学校編)」が昨年末に策定されました。 

 「銀の鈴」No.10 (12 月 14 日)でお示しした 6 つの改革のポイントのうち 

①「5 時間授業の日を週 2 回確保する(全学年)。1 学期の授業時間を一部削減

する(1，2年生)」について、新年度 4月からの計画についてお知らせします。 

 まず、時間割のコマ数を削減することについて、来年度のカレンダーに実際

に当てはめて、国が定める総授業時数を満たすことができるか確認しました。

1，2 年生においては十分な余剰時間があり、3 年生以上については 1 週間を

超える学級閉鎖や臨時休校がなければクリアできる余剰時間があることを確

かめました。 

 

令和 6年度「時間割変更」のポイント 

（１） 登校時間の変更はありません。(8:00～8:15に学校に到着する) 

（２） 3～6年生は、年間を通して月曜日が 5時間授業になります。 

（３） 1 学期のみ 1 年生は月曜日が 4 時間授業、2 年生は火曜日が 5 時間

授業になり、2学期以降は 1年生は月曜日が 5時間授業、2年生は火

曜日が 6時間授業に戻ります。 

（４） 下校時刻は、 

4時間授業の日は 13:30頃 

5時間授業の日は 14:40頃 

6時間授業の日は 15:40頃、となります。 

（５） 登校してから下校するまでの朝の時間、休み時間、清掃時間等の配置

についても、児童・教職員が過ごしやすいように変更していきます。

決まり次第お知らせしていきます。 

 

 

 

 



令和５年度 時間割表（曜日別の授業時間数）【 現行 】 

 
月 火 水 木 金 合計 

１年 ５ ５ ５ ５ ５ ２５ 

２年 ５ ６ ５ ５ ５ ２６ 

３年 ６ ６ ５ ５ ６ ２８ 

４年 ６ ６ ５ ６ ６ ２９ 

５年 ６ ６ ５ ６ ６ ２９ 

６年 ６ ６ ５ ６ ６ ２９ 

 

 

令和６年度 新 時間割表【 1学期 】     〇：変更されるところ 

 
月 火 水 木 金 合計 

１年 ○4  ５ ５ ５ ５ ２４ 

２年 ５ ○5  ５ ５ ５ ２５ 

３年 ○5  ６ ５ ５ ６ ２７ 

４年 ○5  ６ ５ ６ ６ ２８ 

５年 ○5  ６ ５ ６ ６ ２８ 

６年 ○5  ６ ５ ６ ６ ２８ 

 

 

 

 



令和６年度 新 時間割表【 ２・３学期 】□：1学期に比べ変更されるところ 

 
月 火 水 木 金 合計 

１年 □5  ５ ５ ５ ５ ２５ 

２年 ５ □6  ５ ５ ５ ２６ 

３年 ○5  ６ ５ ５ ６ ２７ 

４年 ○5  ６ ５ ６ ６ ２８ 

５年 ○5  ６ ５ ６ ６ ２８ 

６年 ○5  ６ ５ ６ ６ ２８ 

 

 現在、5，6年生で実施している一部教科（理科、社会、音楽、英語、体育、

図工、家庭科）の教科担任制を下の学年にも広げていきます。何年生以上で行

うのか、どの教科で行うのかなども、今後、慎重に協議して計画を立てていき

ます。 

 学校行事のねらいや実施内容の見直しも継続して行っていきます。実際に

やってみて、不具合や改善点がある場合は、柔軟に修正していきたいと思いま

す。決まったことは順次お知らせしていきます。ご理解をたまわりますようよ

ろしくお願い致します。 

 

３月の行事予定 

【4月の予定】8日(月)始業式、9日(火)入学式 

３月１日（金） 

  ４日（月） 

  ６日（水） 

 １１日（月） 

  １９日（火） 

  ２１日（木） 

  ２２日（金） 

  ２５日（月） 

新 1年生入学説明会・体験入学 

6年生を送る会 

地区児童会 

芸術鑑賞会「マリンバ演奏会」多田駿介氏 1，2年 

卒業式 

給食終了、短縮 5h授業 

大掃除 

修了式 



相談の進め方について 

 子どもの教育について、保護者の皆様としっかり相談をして進めていきたい

ということはこれまでもお伝えしてきたとおりです。学習のこと、学校生活の

こと、友だち関係のこと、子どもが困っていること等、しっかり共通理解した

うえで教育を進めていきたいと考えています。 

 しかしながら、担任が時々戸惑うことがことがあります。それは、相談内容

を伺ったそのときに「担任（学校）はどのように解決するのか」といきなり問

われることがあります。 

 問題を認識したとき学校は、まずはじめに、①子どもの状態を観察し、相談

いただいたような状況が学校生活の中でどのように起こっているのか状況の

把握をします。担任は学年内だけでなく、管理職も含む校内委員会で相談し、

必要に応じて複数の教職員が子どもから聴き取りをしたり、観察も含め、組織

的に事実確認、状況確認をしていきます。②把握したことを当該の校内委員会

で、複数の教職員で判断し、指導の方針を決めていきます。③つかんだ情報や

指導の方針については、保護者へも連絡を行い、意見や思いも伺います。 

 

 したがって、話を伺ってすぐに「学校として何をし、どのように解決するの

か」といったことを担任が即答することは難しいのが実情です。 

 いじめをはじめとする児童の問題行動については、教育委員会へも経過を

報告し、助言や指導を受けています。児童や保護者の考えや思いも伝えるよう

にしています。 

 誰よりもその子どものことを良

く知っておられる保護者の方と、

教職員は心を合わせて問題を解決

していきたいと考えています。 

一緒に相談しながら、良いと思わ

れる方法を探していきたいと思い

ます。 

一度の指導で、子どもが次の日から願ったように良くなるということは、 

なかなか起こりえません。一進一退、時間をかけて、指導を繰り返し繰り返し

行っていきます。 

すぐに答えの出ないこの時間を教職員はともに歩んでいただきたいと思っ

ています。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 


